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令和８年３月２日現在 

1．商品名 ・じょうほく相続定期預金「リメンバー」 

自由金利型定期預金（Ｍ型）（スーパー定期[単利型]） 
 

2．商品コード ・００６７０１ 
 

3．販売対象 ・個人 

・相続により１年以内に取得した資金。 
 

4．お預入れ期間 ・定型方式６ヵ月（元金継続、元利金継続） 
 

5．販売総額 １００億円（「リメンバー・プレミアム」と合算し１００億円） 
 

6．預 入 

（１）預入金額 

（２）預入単位 

（３）受付方法 

 

・スーパー定期 …１０万円以上（相続により取得した資金の範囲内） 

・１円単位 

・窓口、営業担当者での受付 
 

7.利 息 

 (１)適用金利 

 

 (２)計算方法    

(３)利払方法 

 
・固定金利、預入時のスーパー定期６ヵ月の店頭表示の利率に０．５００％ 
上乗せした利率を満期日まで適用いたします。 

・付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算 

・満期日以降に一括して支払います。 
 

8.中途解約時の取扱い ・中途解約利息は、「定期預金の中途解約利率一覧」の期限前解約利率によ
り計算します。 

 

9.金利情報の入手方法 ・金利は当金庫ホームページ、または営業店窓口へご照会ください。 
 

10.預金保険の付保 ・預金保険制度の付保対象預金 
 

11.注意事項 ・この預金は、満期日に期間６ヵ月のスーパー定期に自動的に継続します。 
・自動継続後は、満期日における期間６ヵ月のス－パー定期の店頭表示金利
を適用します。 

・相続手続きは他金融機関で手続きした場合もお取扱いできます。 
・相続が発生した事実を確認することが必要となります。 
 ※公正証書遺言、遺産分割協議書、戸籍謄本等により確認。 
・相続が発生した事実を確認した書類については、保管する必要はありませ
ん。 

・マル優での取扱い可。 
・利息は源泉分離課税２０．３１５％対象です。 
・通帳・証書のお取扱いができます。 
・総合口座のお取扱いは不可 
・担保（総合口座含む）への差入は不可。 
・預金保険制度の付保対象商品です（当金庫に複数の口座がある場合には、
それらの預金元本を合計して１，０００万円までとその利息（懸賞金を除
く）が保護されます）。 

・この商品の取扱方法は、金融環境等の変化により変更させていただくこと
があります。 

 
・この商品は、金融環境等の変化により募集を中止させていただくことがあ 
ります。 
 

じょうほく相続定期預金「リメンバー」 
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12.苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク 

統括部カスタマーサポートグループ（９時～１７時、電話： ０３－３９

１３－１１５８）にお申し出ください。 

・紛争解決措置 東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）、第 

一東京弁護士会（電話：０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士 

会（電話：０３－３５８１－２２４９）の仲裁センター等で紛争の解 

決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫 

営業日に、上記リスク統括部カスタマーサポートグループまたは全 

国しんきん相談所（９時～１７時、電話： ０３－ ３５１７－ ５８２ 

５） にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会 

（東京三弁護士会）に直接お申し出頂くことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただ 

けます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会にお 

いて、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決 

を図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決す 

る方法（移管調停）もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リ 

スク統括部カスタマーサポートグループもしくは全国しんきん相談所に 

お問合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


